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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会 小売事業者表示判断基準ワーキンググループ（第４回） 

 

日時 令和元年12月25日（水）14：00～16：01 

場所 経済産業省別館９階944会議室 

 

（１）開会 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー

分科会省エネルギー小委員会小売事業者表示判断基準ワーキンググループ第４回を開催させてい

ただきます。 

 私は事務局を務めさせていただきます省エネルギー課の井出と申します。よろしくお願いいた

します。 

 このワーキングは第４回ということですけれども、2015年以来の開催ということになります。

委員の皆様も一新されていますので、まず初めに事務局を代表いたしまして、省エネルギー課長

の江澤より一言ご挨拶させていただきます。 

○江澤省エネルギー課長 

 省エネルギー課長の江澤と申します。 

 表示制度は非常に久しぶりの検討ということなんですが、非常に重要な分野だというふうに理

解をしております。 

 ３つ申し上げたいと思います。表示制度はトップランナー制度と違って、これは規制というこ

とではないんですが、効果は非常に大きい。特に消費者に対する訴求効果が大きくて、トップラ

ンナーの規制と同じような効果を有しているのではないかということでございまして、この強力

なツールをうまく活用していきたいということでございます。 

 ２点目は今回の見直しの中に、検討の中に入ってきますが、現在５段階表示でやっております。

これが５段階の２番目とか３番目をぎりぎり達成するとか、そういった行動もバンチングという

のでしょうか、ありまして、さらにくくりが大きいものですから、違う性能のものが同じカテゴ

リーで分類されてしまっていると。こういったところにも課題があるのかなと思いまして、我々

がレストランの評価のサイトなんかを見ると、多段階表示、4.2とかそういったものもありますの

で、そういった表示制度についても今後検討が必要かなと思います。 

 それから、アンケート結果で我々が表示制度についてアンケートを行ったところ、電気料金に
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ついてのかなり注目度が高かったということがございます。現時点で公表しているのは電気料金

だけでございまして、消費者の選択でどの機器を選ぶのかなというときに、電気料金のみならず

ほかの料金についても、ガスとか石油とか、そういった料金についても消費者の選択に資するよ

うにできないかといった、このような論点を幾つか盛りだくさんでございますけれども、今後検

討していきたいというふうに考えております。今後よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 審議会は政府全体で進めているペーパーレス化に基づきまして、このワーキングもペーパーレ

スを導入させていただきます。資料につきましては、メインテーブルの皆様にはｉＰａｄを机の

上に置かせていただいていますので、ｉＰａｄにて資料を確認いただきたいと思います。 

 作動確認のため一度開いていただきまして、今、資料１が開いているような状態で机の上に置

いてあるかもしれません。議事の取扱いについてという資料が今、表示されているような形、も

しくはなければ資料１を押していただくようなことになると思うんですけれども、使用できます

でしょうか。 

 恐らくいろいろ使っていると、違うところへ行ってしまったりして戻ってこられなくなること

もあるので、その場合はまた何か合図を送っていただければ調整しますので、教えていただけれ

ばというふうに思います。よろしいでしょうか。 

 それと、あともう一つ、本日、ｉＰａｄのほかに後の審議のときに使うと便利かなということ

で、電子媒体でお送りしているものと同じワードの１枚紙をちょっと、資料２の一番最後の資料

に該当するんですけれども、ワードのような形で１枚紙で論点の例という紙を配らせていただい

ていますので、資料としましては、ｉＰａｄを使っていただきながらワードの資料も１枚ご確認

いただくということでお願いしたいなというふうに思います。 

 続きまして、新たな体制になりましたので、まず初めに渡辺座長から一言ご挨拶をお願いした

いと思います。 

○渡辺座長 

 皆様、こんにちは。専修大学の渡辺と申します。座らせていただきます。 

 この表示のワーキングについてなんですけれども、実は私、この表示のマークをつくるところ

から関わりがありまして、星印をどうするかとか、数字で表記するのは効率と達成率と円でいい

のかとか、あるいはどんな家庭の状況、家の状況で使うことを想定しているのかとか、そんな議

論をずっとやっていたところに参加してまいりました。 

 先ほどおっしゃられたように、2015年に審議会、このワーキングをやって以降、とんとお呼び

がなかったので、もう誰かほかの方がやっているのかなと安心し切っていたところ、また急にお
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呼びがかかりまして、それというのは、いろいろ問題ははらみつつも、それなりにうまく機能し

てきたと。ただ、それもやや放置できない状況になりつつあるので、今回こういう形でワーキン

グを開いてご検討いただこうという、その流れであるのかなというふうに思っております。 

 それから、個人的にも非常に思い入れのあるマークでありますし、ワーキングでありますので、

私のできることは限られますけれども、何とか議事を進めていきたいと思っております。 

 ただ、私は自分自身の専門分野は流通とか商業とかマーケティングとかという分野ですので、

余り技術的なことというのは、はっきり言って、よくわからない部分もありますけれども、何と

か皆様のご議論を聞きながら理解をして進めていければと思っておりますので、どうか忌憚のな

いご意見をどんどんお出しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 それでは、次に委員の皆様を紹介させていただきます。 

 本来ですと、皆様から一言ずついただきたいところですけれども、時間の都合もありますので、

私からお名前をご紹介させていただくこととさせていただきたいと思います。 

 日本女子大学の天野先生。 

○天野委員 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 経済産業研究所の小西委員。 

○小西委員 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 京都大学の佐々木委員。 

○佐々木委員 

 よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 住環境研究所の中村委員。 

○中村委員 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の村上委員。 

○村上委員 
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 よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 エナジーコンシャスの山川委員。 

○山川委員 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 続きまして、本日オブザーバーとして関係する団体、企業の方にご参加いただいておりますの

で、ご紹介させていただきたいと思います。 

 電子情報技術産業協会の飯沼様。 

○飯沼オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 日本ガス石油機器工業会の平野様。 

○平野オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 日本照明工業会の田口様。 

○田口オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 日本電機工業会の新様。 

○新オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 日本冷凍空調工業会の吉田様。 

○吉田オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 日本レストルーム工業会の藤野様。 

○藤野オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 
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○井出省エネルギー課課長補佐 

 家電製品協会の薬師寺様。 

○薬師寺オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 大手家電流通協会の亀山様。 

○亀山オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 アマゾンジャパンの松田様。 

○松田オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 ヤフー株式会社の海賀様。 

○海賀オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 それでは、ここからの議事を渡辺座長にお願いしたいと思います。渡辺座長、よろしくお願い

いたします。 

 

（２）議事 

 ① 議事の取扱い等について 

○渡辺座長 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。 

 新たな体制ということですので、初めに議題１で議事の取扱い等についての確認をさせていた

だきますので、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○佐藤省エネルギー課係長 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 議事の取扱い等については、本ワーキンググループの第１回でもう既に承認をいただいている

ところではございますが、新たな体制となりましたので、改めてご審議いただければと思います。 

 議事の取扱い等について。 
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 １、本ワーキンググループは、原則として公開する。 

 ２、配付資料は、原則として公開する。 

 ３、議事要旨については、原則として会議終了後１週間以内に作成し、公開する。 

 ４、議事録については、原則として会議終了後１カ月以内に作成し、公開する。 

 ５、個別の事情に応じて、会議または資料を非公開にするかどうかについての判断は、座長に

一任するものとする。 

 以上でございます。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 今の議事の取扱い等についてご意見、ご質問等ございますか。よろしいですか。 

 それでは、この取扱いに従いまして進めさせていただきます。 

 この後、ご発言をご希望される方はネームプレートを立ててお知らせいただくという仕組みで

進めてまいりますので、ご意見、ご質問等ある場合はネームプレートを立ててお示しいただけれ

ばと思います。 

 それでは、議事の取扱いについてはご了承いただいたこととさせていただきます。 

 

 ② 小売事業者表示制度の現状と課題について 

○渡辺座長 

 続きまして、議題２、小売事業者表示制度の現状と課題について事務局からご説明をお願いい

たします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 それでは、資料２をお開きください。資料２は小売事業者表示制度の現状と課題というタイト

ルになってございます。 

 ２枚めくっていただきまして、下の番号のページ番号で２ページをご確認ください。 

 小売表示制度の始まった背景ということで資料を準備しております。この小売表示制度、先ほ

どちょっと私どもの課長の挨拶の中でもありましたけれども、トップランナー制度ということで

機器の効率向上を企業の皆様にお願いしているところでございますけれども、それとあわせまし

て、消費者の方により効率の良い機器を買っていただきたいということで、省エネラベルという

ものを準備していました。2005年当時、民生部門のエネルギー消費がなかなか低減していかない

といったような中で、より家庭部門においてさらなる省エネを進めていただきたいということで、

よりわかりやすい情報提供を通じた機器の選択を促すということで進められました。 
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 具体的にはどういったことを行ったかと申し上げますと、省エネ性能を視覚的に示す多段階評

価というものが導入されたということと、その効率をより実感しやすいということで、経済性な

どわかりやすい単位によって表示をするという意味で、目安年間エネルギー使用料金など、そう

いったものの表示が始まったということでございます。 

 めくっていただきまして、３ページ目はこの背景にあるトップランナー制度ということですけ

れども、この制度は規制をつくるタイミングで市場に存在する最も効率の良い機器を基準としま

して、さらなる技術向上というものを見込みながら目標値を決めていって、メーカーの方に目標

年度においては、そのメーカーの方が出荷する製品の加重平均でこのトップランナーの値を超え

ていただきたいといったようなことで、効率向上を果たしていきながら、売られていく商品につ

きましては、消費者、私たちが目にするものにつきましては効率の良いものになっていってもら

いたいなということでつくられている制度でございます。 

 ４ページ目、ご確認ください。 

 ４ページ目は小売表示制度ができる前に、当初考えられていた消費者に対する情報提供という

ことで、省エネラベルがＪＩＳによって規格化されています。このラベルは省エネマークという

ことで、このｅという目玉のようなマークがありますけれども、このマークのオレンジ色であっ

たり、緑であったりということで、省エネトップランナー制度の基準に対して、満たしているか

満たしていないかということを色で理解することができるようになっています。もう一つは省エ

ネ基準の達成率ということで、私どもが設けている、企業さんにお願いしている基準に対してど

れだけ上回っているのかということを百分率で確認することができるという省エネ基準の達成率、

さらには、その機器がどういったエネルギー消費効率であるのかというものを見ていただくとい

うことで、エネルギー消費効率は機器によって単位が異なってくるということで、多少理解には

難しいことがあったかもしれません。 

 続きまして、５ページ目ですけれども、そうした中で小売表示制度を導入していく際にどうい

ったことが入ったかというのを具体的に見てみますと、まず視覚的ということですが、多段階表

示制度ということで、消費者が購入時に省エネ性能について認識したり、比較することを可能と

するために、省エネ性能を５つの星で視覚的に示すことを行いました。 

 加えて経済性ということで、目安年間エネルギー消費量などで、一定の条件のもとでその機器

を使ったときにどれだけそのランニングで費用が生じるのか、もしくは燃料を消費するのかとい

うことを表示することによりまして、並んでいる機器間で経済性の違いや燃料消費の違いを把握

することができるようになったということでございます。 

 具体的には６ページのようなマークが、６ページ、７ページというふうに続くわけなんですけ
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れども、現状は６ページ、７ページにあります６つの機器が対象になってございます。 

 例えば６ページの一番左側ですけれども、これはエアコンの例ですけれども、エアコンにつき

ましては、若干小さいので、ｉＰａｄでちょっと大きくして見ていただくと見やすいです。２万

8,300円と書いてある上に、この製品を１年間、冷房期間中において１日18時間使用した場合の目

安料金として２万8,300円であるということであったり、その隣は、これはテレビです。テレビに

ついては、テレビは１日4.5時間ぐらい見るという平均的な考え方があるわけなんですけれども、

4.5時間見るというふうに想定すると、１年間に2,350円電気を使うのであろうかというようなこ

と。さらに、照明器具でありますと、１日5.5時間、１年間にすると大体2,000時間使ったという

計算になるんですけれども、そういった使い方をすると、これだけの電気代がかかるといったよ

うなものが表示されているわけなんです。 

 あと、下に星マークに対して省エネ基準達成率ということで、その省エネ基準達成率に対して

どういった星を与えるのかというのが、省エネ基準達成率にどう星を与えるかという基準が別途

告示で設けられておりまして、その告示に従いまして、ラベルで星を表示するということになっ

てございます。 

 めくっていただきまして、８ページ、ご確認ください。 

 ８ページは今のこの小売事業者表示制度において、どういった機器が対象になっているのかと

いうことで、全体としては20機器対象になっておりまして、省エネラベルは全ての機器、ビデオ

テープレコーダーを除いていますけれども、ほぼ全ての機器が対象になっております。一方で多

段階表示制度とか年間目安料金の表示につきましては、それぞれの機器のエネルギー消費の差が

どれだけ生じているかとか、そういったところを考慮しながら対象の機器にするかしないかとい

うことを選んでいるというような状況でございます。 

 ９ページは先ほど紹介しました、星で相対表示をする、視覚的に表示をする星マークにつきま

して、どういうふうに星マークの基準を設計するのかということが原則ということで、この審議

会の前の審議会の中でこの表示のルールというものが、基準のつくり方のルールが審議されたと

いうことになってございます。 

 10ページは年間目安料金表示につきまして、これは一定の前提の中で計算するということにな

っておりますので、その前提条件については、より情報提供もしていくということで告示上には

注意事項として記載されております。例えばエアコンにつきましては、冷房能力、一定の畳数に

おいて、このエアコンが使われたときに、さらに言うと、18時間使うという前提の中で計算がさ

れているということになってございます。 

 めくっていただきまして、11ページになります。 
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 11ページは、こういったラベリング制度を小売事業者の方に協力いただきながら商品とともに

提供していただくということになるわけなんですけれども、なかなかいろいろな小売の業態があ

りますので、こういった省エネ情報を収集することは大変になってくる。ラベルをつくることは

大変になってくるということでございますので、省エネ型製品情報サイトということで、ウエブ

サイトを設けております。 

 このウエブサイトは私どもが運営しているんですけれども、メーカーの方に新しい製品ができ

た際にはここに登録いただいて、その登録されたデータについては、小売事業者もそうですけれ

ども、消費者も含めて誰もがアクセスしやすい環境をつくってございます。アクセスしていただ

くと、ラベリングを機器の型式に応じて出力することができるということになるんですけれども、

場合によってはデータだけをダウンロードする。要するにラベルをつくる際に必要となる型式の

データであるとか、メーカーのデータとか、省エネ情報をダウンロードするということにも使う

ことができますし、あとＨＴＭＬのコードとかも公開しておりますので、ご自身で持っているシ

ステムだったり、インターネットだったり、ホームページだったり、そういったものから直接こ

の商品サイトのデータベースにアクセスして、ラベルを自動的に出力するといったようなことも

できるというふうになっております。 

 それと、あとちょっとご存じかあれですけれども、環境省が「しんきゅうさん」という仕組み

をつくっているんですけれども、意図するところは、今、持っている機器と、今、買おうとして

いる機器によって、どれだけ効率がよくなることによって、どういった経済性だったり、環境だ

ったり、そういった負担が変わってくるのかということを簡単に比較できるような仕組みです。

環境省は「しんきゅうさん」ということで、システムをつくっていますけれども、そういったも

ののデータにもこの省エネ型製品サイトのデータベースが使われているということになってござ

います。 

 12ページは2005年から始まったこのラベリング制度ですけれども、機器が追加されるとか、さ

らに言うと、その機器のトップランナー基準が見直される、もしくは出荷されている製品の効率

向上が進むといったような状況を通じまして、見直しが都度行われているということで、その変

遷を記載させていただいております。 

 めくっていただきまして、14ページをご確認ください。 

 14ページは、ここからは、この表示制度について、どういった現状分析をしているのかという

ところをご紹介したいと思います。 

 まず14ページは、まずこの統一省エネラベルにつきましては、認知度があるかということであ

ったりとか、わかりやすいかということをアンケート形式でお伺いしております。残念ながら認
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知度につきましては、20％ということで、なかなか皆さんに知っていただいていないという結果

でございました。 

 ただ、他方、これが高いか低いかということですけれども、20％の認知の割には、デザインに

対する評価として、目を引くんでなかろうかとか、直感的に理解ができるとか、情報が効率的に

伝わるというような評価をそれなりにいただいているという、そういったようなアンケート結果

になってございます。 

 続きまして、15ページですけれども、小売表示制度自体は小売事業者の方に、消費者向けに提

供していただくということで進めている制度になるわけなんですけれども、この表示の中身がど

ういった効果を生むんだろうかということを製造事業者、消費者、それぞれにアンケートをして

みたということになってございます。 

 まず一般の方、消費者ということですけれども、なかなかそもそも認知度がなかったというこ

となので、細かなところについては、特に余り差がないというようなことになってしまっていま

すけれども、上から２つ目、相対的に、星の表示、星の評価については効果があるというふうに、

要するに商品を買う動機につながるということで評価をいただいておりまして、星マークにつき

ましては、直感的に理解しやすいといったような評価を消費者の皆さんからいただいているとい

うふうに考えております。 

 一方で製造事業者の皆さんですけれども、製造事業者の皆さんは、このラベリング制度に登録

いただいているとか、トップランナー規制のもとで日々ものづくりにチャレンジしていただいて

いるという状況の中で、結構、気にしていただいているというような状況が確認できます。 

 まず１つ目ですけれども、国が定めた省エネ基準、要するにトップランナーの基準に対する達

成率というものについては、効果的なラベル情報ではないかということで、一番ポイントが高く

なってございます。 

 続いて、星の評価、年間目安、電気料金といったような形でメーカーの方からすると、それぞ

れの表示に対して異なった評価を感じられているということが確認できました。 

 続いて、16ページになります。16ページは直接的に小売表示制度の情報ということではないん

ですけれども、情報を持った上で、商品選択をすると、どういった効果があらわれるんだろうか

ということで、実験をやってみた事例のご紹介になります。 

 これは仮想のｅコマースのサイトということでアンケート調査なんですけれども、エアコンを

買おうという動機づけのもとに、あるエアコンを選んでいただこうという実験をやったわけなん

です。具体的には下のちょっと絵を見ていただきたいんですけれども、サンプルは4,000名ぐらい

のサンプルに対して、それぞれ700名ぐらいのグループに分けていくということなんですが、①と
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書いてある茶色のところですけれども、全く情報を与えないで、エアコンの情報だけを与えて、

エアコンの性能と価格情報を与えて、エアコンを選択していただく。２つ目になりますと、星の

マークを表示する。３つ目は、星のマークを若干デザインを変えてみる。４つ目は電気料金の１

年間のランニングコストを表示する。５つ目は省エネ基準の達成率を100分率で表示する。一番最

後は、全ての情報を表示するということで、700人の被験者に対しまして、見せる情報を異なった

状態でエアコンを選んでいただいたということになってございます。 

 真ん中に仮想ＥＣサイトということで書いてありますけれども、これは一部を切り取っていま

すが、あるエアコンに、エアコンの多少の活用の違いは表示した上で、金額とその省エネ性能を

示している。これは③の例ですので、強調した星マークの例ということになりますけれども、実

際のｅコマースのサイトのようなものを想定しながら選んでいただくということをしました。 

 その結果ですけれども、一番右側になりますけれども、①から⑥となっていますが、これは相

対表示している星の数を定数化したと、ポイント化して平均化したということですけれども、何

も情報を与えない、要するに製品の価値だけの情報を与えると、星の数としては3.44であったん

ですけれども、多段階表示制度だったり、それを強調したりしてくると、その3.44に対して、3.6

以上のポイントが稼げたということで、わずかな差ではあるんですけれども、これを母集団検定

してみますと、有意な差があるということが確認できたわけでございます。 

 ただ、一方で、⑤番の省エネ基準の達成率につきましては、先ほどメーカーの皆さんの評価で

は最も有効であるということだったんですけれども、ここにつきましては、有意な差がないとい

うことで、そのような結果になってございます。 

 さらに、③、④、⑥、それぞれ相互の関係についても、この実験においては有意な差は確認す

ることができませんでした。 

 いずれにしましても、情報を提供するということで、その情報に基づいて省エネという観点で

良いものを選ぼうといったその行動の変化はあるんではないかなということで、一定の効果が確

認できたというふうに考えてございます。 

 17ページ目は、委員でいらっしゃる小西先生の分析の一つなんですけれども、これはＰＯＳデ

ータを用いまして、その価格と省エネ性能の分析を行ったということでございます。ＰＯＳ、こ

れは冷蔵庫の分析なんですけれども、冷蔵庫の省エネ基準というのは、１年間にどれだけ電気を

用いたということが省エネの基準になっておりまして、キロワットアワーという単位で表示され

るわけですけれども、キロワットアワーが小さくなればなるほど省エネであると。 

 ただ一方で、キロワットアワーが小さくなるということは、メーカーの皆様が断熱材を工夫さ

れるとか、インバータを工夫されるとか、いろんな工夫によって省エネを実現していくというこ
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とになりますので、イニシャルの値段は若干上がります。そのイニシャルの値段とその消費電力

の関係につきまして、冷蔵庫にはいろいろな価値観がありますので、ブランド価値とか、冷蔵庫

の機能とかというのを排除した上で、１キロワット当たりの価値ということを支払意思額という

ことで計算してみますと、140円から200円だったということです。この分析では、電気代自体は

小売表示制度では27円という数字を使っていますけれども、そういった数字に対して、大きな支

払意思額であるということであったり、10年間で使っていくと、27円というのは、もっと大きな

金額、270円になっていくわけなんですけれども、そういったときに、もともと投資というふうに

考えたときの金利のようなことを考えて、主観的割引率ということで分析されているわけなんで

す。この数字が先生の分析では４から７ぐらいであって、ほかの分析だと11から300ということで、

この数字は、要するに小さい方が省エネ価値を織り込んだ投資ができていると、物の購入ができ

ているということですけれども、そういった先行研究と比較しても、比較的、小さな数字である

ということを確認ができたということで、消費者は製品の価値だけじゃなくて、省エネ、さらに

言うと、それが期間中の便益ということを考慮した上で意思決定を行われているんじゃないかと

いうことで、消費者はいろんな情報を見ながら、物の価値を決めているんじゃなかろうかといっ

たような分析になってございます。 

 そういったところで、省エネ価値というものが、消費者の行動に影響を与えているということ

が確認をできるということなんですけれども、じゃ、この多段階評価制度、ほかにどういった課

題があるのかということで、18ページになります。先ほどの課長の挨拶の中でありましたけれど

も、集積行動、バンチングということがあるんじゃないかということで、上のグラフを見ていた

だきますと、上のグラフは小売表示制度ができる前の、エアコンの商品のラインナップをヒスト

グラムにしているということでございます。エアコンの場合ですと、基準値に対して100％、要す

るに基準値と同等水準のエアコンにつきまして、多くの商品のラインナップが存在しているとい

うことになってございます。 

 一方、直近のエアコンの出荷状況、商品のラインナップをヒストグラムにしたものが下の図に

なってございます。こちらは若干見にくいんですけれども、これも同じようにヒストグラムにし

ているんですが、星の区分ごとに、さらにヒストグラムにしたものが折れ線グラフになっている

ということになっていますけれども、この１から５のある種階段のような状況になっている多段

階表示制度のもとで、その階段のへりに立っているようなところに、その商品がたくさん並んで

いるというような行動が確認できるということで、私たち、いろんな制度で運用していくと、実

際の経済社会と違う状況をつくってしまうわけなんですけれども、不連続な局面において、集積

してしまう行動があると。なので、例えば星２という評価であれば、それは達成率100と106が同
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じ価値になってしまうといったような状況の中で、星のラベリングの中では、一番省エネ性能が

低いところに製品が少し多いのではなかろうかといったようなことが確認できました。 

 めくっていただきまして、19ページでございます。 

 19ページはトップランナー制度、企業の皆様に効率向上をお願いしているわけなんですけれど

も、そういった中で、企業の皆様がつくられているその商品のラインナップを、このヒゲのよう

な図で今、示しています。これはエアコンの４キロワット以下の例ですけれども、エアコンの効

率を達成率で評価しているわけなんですが、達成率で見たときに、この緑色の若干帯状になって

いるところが目標年度、規制の達成をお願いしている時期なんですけれども、その時期になりま

すと、一番効率の低いところについては、ぎゅっと縮まって、効率の良いものだけが商品ライン

ナップとして存在するという状況になっているということは確認できます。規制が終わった後、

その後も効率向上が進んでいるということが確認できると思います。これを見ていただきますと、

2010年以降のエアコンで見ていただきますと、この緑の矢印が引っ張っているところですが、効

率の良い機器がどんどん増えていっているということで、先ほどのアンケートの中でも、企業の

皆様のアンケートの中では、省エネ基準の達成率が、その効果があるというふうに評価されてい

るということもありましたけれども、企業の皆様、こういった達成率ということを、一つの省エ

ネの価値を武器として、ものづくりに取り組んでいただいているんじゃないかなというふうに思

います。 

 20ページは、同じようなことを冷蔵庫でもやってみると、同じ状況が確認できるということで

ご紹介させていただきます。 

 めくっていただきまして、21ページになります。 

 21ページは、年間目安料金ということで、ランニングを金額で表示するということをやってい

るわけですけれども、じゃあ、その金額の単価はどう決めるのかということになります。こちら

は公益社団法人の全国家庭電気製品公正取引協議会が公表している数字を私たちは活用させてい

ただいております。これを見ていただきますと、この制度が始まった当時は、１キロワットアワ

ー当たり22円という値を置いていたわけなんですけれども、2014年から27年という数字を今、使

っております。この数字の状況を、ほかの統計でちょっと確認してみようということで重ねて見

ております。灰色の線は、家計調査です。オレンジ色の線は家電取引報ということで、これは自

由化された料金も入ってくるものだと思いますけれども、そういったもので見ても、27年から大

きくずれているような状況にはなっておりません。 

 続いて、22ページになりますけれども、参考資料ということでありますが、消費者にとって直

感的に理解しやすいということで、経済性を表示していくということも今後考えられるんじゃな
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いかなということで、どういったふうに金額を把握することができるかということで、今、わか

る範囲の金額を調べてみました。 

 まず電気料金につきましては、家計調査で把握することができるということで、家計調査では

深夜電気とその他の電気ということで、それを分けて統計上把握することができるということに

なってございます。家計調査の場合は、統計の性格上、これは基本料金も含む数字になってきて

いるということになりますので、今の数字とも大きくずれていないということだと、27年度、青

い数字はずれていないということだと思います。 

 さらに、ＬＰガス、灯油につきましても同様に調べています。こちらも家計調査であったりと

か、石油情報センターの統計によって把握することができるということで、変動はありながらも、

こういった数字は把握することが可能であるということでございます。 

 一方で都市ガスにつきましては、家計調査では公表されておりませんでしたので、今、生産動

態統計を使って、生産動態統計の出荷額から見ると、通常、我々が使う立方メートルという単位

で表示すると、こういった金額になってきますので、こういった金額を比較してみると、企業の

エネルギー供給事業者が表示している標準的な体系と見ると、それほどずれていないような金額

になってきておりますので、ただ、一方、いろんな事業者がいらっしゃるということなので、大

手の会社と比較してみると、それほどずれていない数字になっているんじゃないかなというふう

に思います。こういった数字が一応把握できるということでご紹介をさせていただきます。 

 続いて、23ページになります。先ほどのこの小売表示制度につきましては、機器をこの表示制

度の対象にするかしないかということは、それが家庭用のトップランナー制度の家庭用の機器で

あるとか、効率に差があるとか、そういった点を考慮しながら対象となる機器を選んでいるとい

うのが現状の仕組みになりますけれども、ヒートポンプ給湯器につきましては、過去の審議会で

次のようなことが取りまとめられていました。 

 ヒートポンプ給湯器は、給湯器ですから、お湯をつくるのは当たり前なんですけれども、お湯

をつくる装置はヒートポンプ、ガス温水器ということで、灯油もありますけれども、電気でつく

るもの、ガス、油でつくるものということが存在しています。ヒートポンプ給湯器は、モード法

といって、次のページに若干ちょっと紹介があるんですけれども、モード法というのは、この一

定の、１日、我々がお湯をつくるサイクルみたいなものを想定しながら、このサイクル全体を通

じて、どれだけの効率が実現できるかということを評価する方法によって、ヒートポンプ給湯器

の効率は評価されています。一方で、ガス温水器につきましては、現状では、定格の評価という

ことになりますので、一定の状態での効率を評価するということで、その評価が等しく評価でき

る環境にはなかったという審議がなされまして、ガス、石油温水器の測定法が新しいモード法に
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変わってきたというタイミングで検討を開始するというふうにされておりました。 

 ガス温水器の審議会につきましては、２年ほど前に、測定法につきましては同じモード法に変

えていくという審議がなされております。このため、お湯を供給する２つの機器については、同

じ評価方法でに、今後、将来なっていくということになります。このためヒートポンプにつきま

しは、年間エネルギー消費とか、そういったものにつきましても、評価制度を準備できるような

環境が整ってきているのではないかなというふうに考えてございます。 

 ２つめくっていただきまして、25ページになります。25ページ、これは若干細かい話になるん

ですけれども、エアコンの年間目安料金を表示する際には、一定の使用環境を置かなければいけ

ないということになってございます。 

 現在、その測定環境というのは、ここでいきますと、いろいろ書いてありますけれども、この

ＨＡＳＳという左側のグラフになりますけれども、昭和40年代、50年代の家を想定したような、

住宅環境でエアコンの熱を評価するということになっております。冷房の冷やした熱だったり、

暖房の温めた熱というものが、住宅環境から漏れていくような家を想定しながら、年間電気料金

が計算されています。ストック住宅をどう考えるかという話もあるんですけれども、最近の家に

つきましては、この25ページにあるような、25ページの右側のグラフにあるような、昔、この赤

い丸でしてある、200で評価していたものが、大体100から150水準のエネルギー需要の家になって

きているということになりますので、住宅の熱需要も評価をしていかなければいけないなという

ふうに考えてございます。 

 めくっていただきますと、今、細かい話がいろいろ書いてありますけれども、26ページの下は、

昭和50年の断熱性能、断熱性の家の水準と平成11年の外皮性能の水準を超えるような家と比較し

た場合に、特に冬の熱需要で見ますと、大きく異なってくるというような状況がありますので、

いろいろな家が存在する中で、今、提示している年間電力消費量の計算がそれでよいのかという

ことについては検討が必要かなというふうに思います。 

 27ページ、若干ちょっと複雑な話が続くわけなんですけれども、今、前のページと同じことを

示しておりますが、ここで申し上げたいのは、この暖房期間の左側の図の下の矢印を見ていただ

きたいんですけれども、住宅の外皮性能が変わってくると、要するに住宅から漏れる熱の状況が

変わってくると、エアコンを使う時間が変わってくるということも年間電気消費量を計算する際

には影響があると考えられます。 

 あと28ページは、エアコンが２キロワットと４キロワットについて見たときに、用いている時

間も、これはちょっと一つのデータにすぎないので、これを最終的にどう評価していくのかとい

うのは、もうちょっと検討しなきゃわからないんですけれども、２キロワット、４キロワットの
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機器で見たときに、平均的な使われ方というのも、異なっているんじゃないか。本当に18時間使

っているんだろうかというようなことも論点になろうかということでご紹介をさせていただきま

す。 

 29ページになります。 

 29ページは、冷蔵庫のラベリングをする際に、冷蔵庫の場合は右上にノンフロンというマーク

をつけているということになるんですけれども、ノンフロンのエアコンについては、もう今はな

くなってきているということで、イソブタンだったり、そういった別の物質になってきていると

いうことで、これがまたフロンに戻っていくということはなかなか考えられないという状況にな

ってきていますので、こういったノンフロンマークにつきましても、どのようにしていくのかと

いうのも一つの論点だと思います。 

 めくっていただきまして、30ページになります。この制度、トップランナー制度のもとの機器

について、どういうふうに表示をしていくのかということになるんですけれども、トップランナ

ー制度も、企業の皆様のご協力を得まして、日々更新しているわけなんですが、その中で照明器

具につきましては、今年の４月に告示が改正されておりまして、政令も改正されておりまして、

照明器具の対象は、これまでは蛍光灯照明器具を規制していたものから、照明器具全体を規制す

る制度に変わってきています。電球もＬＥＤランプを規制しているものだったんですけれども、

ＬＥＤランプを含む電球全体を規制する制度に変わってきていますので、こういった機器がトッ

プランナー制度の対象機器が変わったというようなことも、今後、この表示制度においては見直

しが必要だというふうに考えてございます。 

 ここから、31ページからは、海外のラベリング制度のご紹介になります。 

 32ページになります。32ページは、欧州のラベリング制度ということで、欧州はこの虹色のＡ

＋＋＋から、Ｄまでありますような、こういった７段階であったり、10段階であるような、こう

いったアルファベットで相対表示をする仕組みになってございます。 

 こういった制度になっているんですけれども、33ページですが、欧州はｅコマース、インター

ネット販売する事業者の方にもラベリング制度をお願いしています。私たちの小売表示制度でも

お願いしてはいるんですけれども、ラベルをｅコマース用のものをつくっていませんので、大き

なものを表示してくださいということになっているわけなんですけれども、欧州の場合は33ペー

ジのようなラベルを準備しています。ちょっとこれは今、資料の都合上、大きく表示しています

けれども、こんなに大きなものではないということなんですけれども、ここにつきましては、こ

のマークにマウスを当てると、大きな形でラベルが表示されることを欧州では進められていると

いうふうに聞いております。 
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 34ページですが、その欧州は、そのラベリング制度を2021年から見直しをするということにし

ていまして、これまでＡ＋＋とか、Ａ＋＋＋とかいうことで、Ａという区分につきましてはプラ

スがつく形で評価があったわけなんですけれども、そういった評価ではなくて、ＡからＧまでの

アルファベットによる相対段階評価にしていこうということで見直しがなされるということでご

ざいます。 

 さらに、ここで２つ目の灰色の下のぽつですけれども、新しい基準、新しいマークにしていく

際には、このラベルの相対表示、ＡからＧまでの相対表示をする際には、最高の省エネ制度のも

のがＢ評価になるような、要するにＡ評価がもらえるような商品につきましては、ラベリングを

設計する際には設けないというような工夫がなされているというところでございます。そういっ

たところで、効率が高いものを目指していくとか、ラベリングが長く使えるような環境というこ

とに留意されたんじゃないかなというふうに想像いたします。 

 35ページになりますが、欧州のラベリング制度、ここでは、ちょっと若干わかりにくい資料に

なっていますけれども、温水器につきましては、統一の指標によって評価するということになっ

てございます。機器ごとに表示をつくるのではなくて、その機能によって、一体的に表示をしよ

うということが考えられていることでございます。具体的にどこを見るかということでございま

すけれども、この式は、省エネ効率の考え方になるんですけれども、何を見ているかといいます

と、１次エネルギーに対する熱効率を計算するということになってございます。 

 具体的に見ますと、表の１を見ていただきたいんですけれども、この「η」と書いてあるのは

熱効率ということなんですけれども、熱効率が163％以上のものからがＡ＋＋＋というふうに評価

されて、一番低いものは熱効率が27％ということで評価するということで、欧州はラベリング制

度を温水器については一体的に扱っているということになってございます。 

 具体的に想像すると、一般的な油を使った温水器につきましては、大体熱効率が80％近傍、最

近の良いものになりますと、95％とかありますけれども、80％近傍の熱効率になるところ、例え

ば電気、昔ながらの電熱線による電気温水器につきましては、１次エネルギー換算すると、30％

以下の効率が考えられるといったようなところで、この基準では30％以下の効率があると。 

 さらにヒートポンプ給湯器になりますと、ヒートポンプを用いながらお湯をつくるということ

になりますので、効率は100％以上になってくるということで、大体平均としては、今、１次エネ

ルギー換算すると、120％ぐらいが日本の現状の足元でも、それぐらい出ていると思いますけれど

も、日本でも120％のものから、130％近い温水器が存在しているということになります. 

場合によっては、こういった機器ごとに見ていくんじゃなくて、機能によって、表示をまとめて

いくという考え方も、こういった事例から検討できるんじゃないかなというふうに思います。 
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 36ページになります。 

 36ページはアメリカのラベリング制度ということで、エナジーガイドということで書いてあり

ますけれども、この特色は、③とか④と書いてある、その赤い数字のところですけれども、金額

表示をアメリカはメインに置いてきているということになるんですけれども、金額表示の下にバ

ーが書いてあるということで、実際の金額の、リアルの金額を見ながらなんですが、同じような

製品の価格帯が下のバーで確認できるということで、この例の場合ですと、67という数字が書い

てありますけれども、67に対して、最も効率が良いものについては57ドルと、効率が悪いもので

あれば、74ドルということで、そういった幅の中での67ということが評価できるような仕組みに

なってございます。 

 最後に37ページということで、そのほかにどんなラベリング制度があるのかなということで、

エネルギーに関するものということで、例示を挙げさせていただいていますけれども、これはア

メリカのラベリング制度の中にも使われていますけれども、国際エネルギースタープログラムと

いうことで、省エネ性能が上位25％に該当する機器に対して、ラベリングができる制度になって

います。日本でも一部の機器ではこの制度と同じ運用をしておりますけれども、こういった上位

25％に当たるものに対して与えるマークであったりとか、あと省エネ大賞も、特にラベリング制

度ということではないですけれども、省エネ大賞をとれた人が、こういったマークを表示しなが

ら、その価値を訴えるというようなこともやられているということで、ご紹介をさせていただき

ます。 

 38ページ以降は、今後、審議をしていく際の参考としてつけております。これは先ほどご紹介

しましたワードでも同じ資料が38ページ、39ページに当たるものをワード形式でお配りしており

ますけれども、論点の例ということで、今後、審議していくに当たって、このラベリング制度、

どこを目指していくのかといったときに、提示する情報がより適切で、よりわかりやすく表示す

ることができて、さらにそういったものをベースに選択行動ができているのか、そういったとこ

ろが目標になるのではないかなということで、目標としての論点の例を記載させていただいてお

ります。 

 現状と課題につきましては、まず一つには認知度は低いということがあるんですけれども、そ

こは認知度を高めていくことが重要なのか、現状、認知度は低いんですけれども、それなりに使

われているというところで、一定の評価とするのかというところが一つの論点かなと思います。 

 さらに、よりわかりやすい情報、そういった情報が提示できているのかということだったり、

行動に寄与できるかといった観点で、課題を掲げさせていただいて、まず消費者目線からいきま

すと、よりわかりやすい多段階表示であったり、目安料金表示というのはいかにあるべきだろう
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かと。例えば、電気以外についても料金表示することをどう考えたらいいんだろうかと。場合に

よっては、横断的に見る際には、１次エネルギーの削減効果ということで横断的に評価できる環

境にすべきであろうかというようなことであったりとか、あと製造事業者の方には結構気にした

ものづくりをされているところもあるかもしれませんが、そういったところで、この表示制度と

いうのは、規制ではないんですけれども、メーカーの方が頑張ろうという一つの役割を担ってい

るんじゃないかといったところで、そういった効果をより伸ばしていくにはどうしたらいいんだ

ろうかというようなことであったりとか、あとは先ほどバンチングが起きているという話があり

ましたけれども、そういったものを何とかログみたいなレストランの評価みたいなのがあります

けれども、そういった細分化をしていくというような話であるとか、欧州の例でありました、最

高評価を残すことによって、一つの目標にしていく、さらにはラベリング制度を長く使っていく

といったようなこともあるのかもしれません。 

 あと最後、一番下ですけれども、統一仕様にしていくというようなことであったりとか、あと

はｅコマースの方に表示をしてくださいというふうにお願いしているわけでありますけれども、

使いやすい環境になっているんだろうかとかいったところも論点の例として考えられると思いま

す。 

 これは今、ワードでもお配りしていますので、ワードで見ていただきながら、パワーポイント

も見て、次の審議ができるといいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。小売事業者表示制度の現状と課題について、事務局からただいま説明

がありました。今日の議題は、これ１つになりますので、残された時間、許される範囲で議論の

時間に充てていくことになります。 

 論点として、最後の２ページに示されて、何度か言われていますけれども、ワードでも配付さ

れておりますけれども、この制度の目的が３点あって、その目的に関連することで、提示する省

エネ情報が適切か、わかりやすく情報を表示できているか、選択行動等に寄与できているかとい

うようなことについて、こういった論点で、まずはいいのかどうかということ、それと、それを

踏まえた上で、現状と課題で以下、こういった問題があるというような論点整理が行われていま

す。これを踏まえて、議論を進めていきたいと思います。 

 まず委員の皆様にご意見を伺って、その後、一通り委員の皆様から出た後、オブザーバーの皆

様からご意見を伺うという順番で進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 
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 では、まず中村委員からお願いいたします。 

○中村委員 

 ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。 

 私からまず、論点１に恐らく関連するかと思いますが、14ページ目の統一省エネラベルの認知

度が２割であったというのは、2006年から施行されて10年たつというところでは、やや低めで、

自分としてはショックな印象です。 

 実際、量販店なんかに行くと、ラベルがたくさんあり過ぎて、どこからそれを選んで見ている

かというのが、やっぱり消費者の方にもなかなか通じていないのかなというのが一つあります。

海外のラベルをご紹介いただきましたけれども、例えば欧州の場合はオレンジ、赤から緑までの

階段のようなもので示されていますが、これは機器だけのラベルではなくて、住宅、不動産を販

売する際にも、全く同じようなデザインでラベリングされておりまして、例えば不動産屋さんの

前を通っても、同じラベルのものがありますので、比較する中身は違いますが、デザインが一緒

なので、これは何かしら、機器なり、不動産なりの良いものを評価しているものだなという形で

わかりやすくなっているという、そこがやっぱり日本の場合と異なっています。 

 なぜこういうことを言っているかというと、住宅の場合は、ＢＥＬＳというラベリングがつい

ていまして、機器の場合は、この統一省エネラベルだったりと、デザインが違っているというと

ころで、なかなかそれが皆さんにとって認識しにくいのかなということで、今回は難しいかもし

れませんが、いずれデザインだけでも統一されると、もっと消費者の認知度も全体的に上がって

くるのではないかなと思います。 

 あともう一つは、またこれも論点の１に関連すると思いますけれども、32ページと34ページの

欧州のラベルを比較すると、前回のと今回ので工夫をされているというか、少し表現が変わって

きているなと思いまして、これを見ていると、事前にお話を伺ったときに、私も気づいたんです

が、例えば34ページのマークの上に、ＱＲコードがついていて、恐らく、わからないんですけれ

ども、32と30をぱらぱらぱらぱら見ていると、文字がすごく減っていて、逆に34ページのＱＲコ

ードがついている。そうすると、このＱＲコードは何だろうと思って、マークを当ててみたんで

すが、今はまだ何も表示されていなくて、恐らくもしかしたら、この中に計算の条件とか、余計

なではないですけれども、皆さんが必要なときに開いてほしい情報が入手できるようなものが入

っているんじゃないかなと思いまして、料金支払のときも、皆さん、もう自然とＱＲコードをぴ

っとやるような状態になってきているので、何かそういった工夫もラベルのほうにされると、も

う少しすっきりしてくるのではないかなということで、一応、論点１に関しては２点述べさせて

いただきます。 



 21 

 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

 今日はもういろいろ意見をどんどん出していただきたいということですので、小西委員、では

お願いいたします。 

○小西委員 

 非常にわかりやすい説明をありがとうございます。いつも井出補佐の説明は客観的なデータや

グラフに基づいていて非常にわかりやすく、この膨大な量をコンパクトにまとめていただいて、

本当にありがたいと思っています。私は中で研究を紹介していただいた関係で、ラベルのことを

調べていまして、自分が本当に素人で、１から勉強したときにわかりにくかったという目線が、

恐らく消費者の皆さんの目線だと思うので、その点から幾つかコメントさせていただけたらいい

なと思っています。 

 まず、20ページの小売事業者表示制度の効果の冷蔵庫の例のところで、目標年度のことが書い

ているのですけれども、冷蔵庫の場合ですと、2004年というのが目標年度で、2010年が２番目の

目標年度で、現在、2021年の目標年度に向かって製造業者の皆さんに頑張っていただいていると

いう状況だと思います。 

 私の研究は、2015年をしたのですけれども、それは2010年度の目標年度の範囲内で2016年に2021

年の目標年度を立てるという、ちょうど目標年度の切りかわりがないときというところを選んで

やりました。６ページ、７ページを見ていただきたいんですけれども、６ページのマークでいう

と、これからトップランナーの基準を変える品目、エアコン、テレビ、照明器具のラベルが紹介

されています。この状態のときというのは、例えば消費者の皆さんが二つ星の製品を見ても、エ

ネルギーの達成レベルでは緑色で省エネレベルを達成している状態になるということですね。見

てもらうと、本当に、例えばテレビでしたら、246％を達しないと５にならないと。でも、オレン

ジかグリーンかで省エネの基準を達成しているかどうかで言えば、２から５が先ほど井出補佐の

説明からありましたけれども、そのレンジの中が同じに評価されてしまうという状況になるんで

すね。こういう状態と、現在、次のページをめくっていただいて、冷蔵庫の場合ですと、新しい

目標年度が達成されているので、全てが、五つ星を100％をクリアしていないと、つまり五つ星だ

けがグリーン、それ以外は達成している途中ですという表示に変わるんですね。これが私が研究

するときにこのラベルを勉強していて難しいなと思ったところで、まず現在の年が2015年だけれ

ども、目標年度が2010年って、目標年度って未来じゃないんだというようなところも多分消費者

の皆さんはちょっとわかりにくいところであると思いますし、こういう例えば15年と16年で売り
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場に行った方は、ちょっと冷蔵庫とテレビで商品が違うんですけれども、このラベルを小売業者

の方が貼りかえずに両方貼っている場合には、同じ製品に対して、「あれ、グリーンだったけれど

も、オレンジになった」というようなことが起こるんですよね。五つ星を達成するまでに、冷蔵

庫ですと196％以上達成していないとならない状態と、100％以上じゃないとグリーンにならない

状態のものが同じものでも一緒に貼っているというのを、ぱっと見て評価するのってなかなか難

しいことだと私は思います。 

 この多段階のことについては、説明の中でもありましたけれども、何ページだったかな、前半

の説明のほうで、井出補佐のほうから、多段階は市場の達成度の製品の変化の構成によって、必

要があれば１年ごとに、ミニマム１年ごとで評価を変えていくというページがあったと思うんで

すけれども、９ページです、その年、その年、大体二つ星のものがふえてきたら評価の基準を変

えてということをやって、多段階の表示のほうは、割と小まめに変化させることを想定している

んですけれども、冷蔵庫に関して言えば、例えば11年から15年の間は一緒の表示でした。けれど

も、マークを見ていただくと、左側の年度のラベルというのは、毎年、同じであっても更新され

たりするんですよね。そうすると、たまたま同じ情報なんだけれども、18年度を貼っているお店

に行った後、19年度を見ちゃうと、あたかも何かがリフレッシュされたかのようにも見えてしま

う。これは私、小売の現場の方に、ちゃんと貼りなおしてよって言っているわけではなくって、

長生きするラベルをつくればいいんじゃないかなという観点でコメントを差し上げています。 

 つまり同じであれば、変える必要、何年度版のラベルってする必要があるのかなというのが一

つ疑問で、目標年度が同じで、多段階の評価のレベルも変わっていなければ、変える必要がない

ようにしていけば、小売の現場の方たちのコストが大分減るのではないかというようなのが一つ

で、これは本会議の目的の２つ目の、わかりやすく情報を表示できているかということに対して

の私のコメントです。 

 あと目標年度という言葉は、恐らく消費者の方は理解するのはちょっと難しいなということと、

例えば多段階表示も、実は私、恥ずかしながら、最初に多段階表示という言葉を見たときに、こ

のラベルの中に、キロワットとパーセントと星と、円があるからそれが多段階と思っていたんで

すね。５段階であることを多段階と思わなくて、それはなぜかというと、私たちが星を見るとき

はスターなんですね。ホテルのスターとか、例えば英語で論文とかを見ていると、スターレート

と言ったりとか、ランクって言葉を使うので、多段階表示という言葉も、もしかしたら消費者の

方には、何が複数に、何が多段階になっているのかな？というような印象を与えてしまうのでは

ないかというふうに思いました。 

 あと先ほど、中村先生のほうからもありましたけれども、ＥＵの、私たちはヨーロッパに憧れ
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があるもので、何かＥＵのラベルとかを見ると、おしゃれだなと思っちゃいがちなんですけれど

も、ＥＵのラベルはカラフルできれいですし、中村先生がおっしゃったみたいに、いろんなもの

に対して同じラベル貼っているので、何か消費者に対してもなじみが非常に深くて、とりあえず

緑のものを選ぼうという意識を喚起するには非常に効果的だと思います。 

 それで、34ページで、先ほど補佐からも説明がありましたけれども、Aの製品は置かずに、Bを

最大値にするというのも工夫だと思います。そうすると先ほどの冷蔵庫みたいな、星４と星５の

違いって何なのというような問題とかも多分解消されると思います。加えて、下半分のマークで

すよね。これは各機種の電力以外の資源に対する節約や使用する際の環境負荷についても記して

います。私が最近家電製品に対して行った研究でもパンフレットを開けば、各製品の細かな製品

の機能というのは書いていまして、例えば洗濯機ですと何キログラム洗えるのかとか、何時間と

か、静音機能があるかとか、水を何リットル使うかというのは、全て省エネや環境ともかかわる

と思うので、各機種の使用にとって本質的な機能を研究や皆さんと協力して研究して、選んで、

電気料金以外の重要な機能として記すことができれば、パンフレットを見る手間も省けますし、

もっと詳しく知りたかったら、ＱＲコードで見ればいいですし、より消費者に省エネ製品を包括

的な視点で選んでいただけるようになると思います。ただ電気の節約だけじゃなくて、水とかほ

かのものの省エネも考えていただけるんじゃないかと思います。デシベルとかもですよね。ラベ

ルに記される機能が多いものもあれば、冷蔵庫のように３つしかないものもあるのも、消費者に

対して、製品選択の情報を与えるときの基準になるのではないかと思います。 

 すみません、長くなりましたけれども、以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 山川委員、お願いします。 

○山川委員 

 ありがとうございました。私は現在は個人で省エネに関する情報を発信するような仕事などを

しておりますが、前職は省エネルギーセンターというところで家庭の省エネ広報をやっておりま

して、このラベリングは本当に大変なじみのあるラベルです。現在も、消費者向けの省エネの講

座の講師や、自治体の仕事で、この小売事業者表示制度の説明や家電店の方向けのお話をすると

か、いろんな形で現場と接する機会がありますので、その経験を踏まえて、いろいろ意見を言わ

せていただきたいと思います。 

 まず論点１のところについてですが、今日説明がありました資料の中では、15ページで消費者

の省エネ機器購入の動機につながる情報というところでは、多段階表示が圧倒的に大きいという
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答えが出ておりました。また、16ページは別の調査ですけれども、多段階表示と目安電気料金が

やはり効いてくるというところが明らかになっているのかなということで、現在のラベルはこの

２つの多段階評価と目安料金が非常に目立つ形にはなっているので、それは一つ評価できると思

います。 

 それで、中身をよく知っているがための細かいコメントになって恐縮なんですけれども、まず

目安料金というのは、あくまでもその所定の条件に従って測定をしたり、計算をしたものを出し、

それに27円を掛けるという形で、電気の場合は行われていますので、あくまでも目安です。それ

を私自身は理解しているんですけれども、消費者の方が、この料金を見て、実際の行動につなげ

るという上では、できるだけ実態に近い金額であったほうが望ましいと思います。特にエアコン

とかテレビは使用時間が結構、消費量に効いてきますので、そういう意味で、自分の家の状況に

あわせてすぐ、頭の中で簡単に計算ができないところが一つ課題かなと思います。 

 それから、もう一点は、この多段階表示に関しては、あくまでも機器ごとのトップランナー基

準が定められている区分ごとに評価しますので、区分が異なると、同じ消費電力量でも、星が違

う場合もありますし、それから、その基準値自体が固定の値じゃなくて、計算式に当てはめて出

すものもあるので、そういったものの場合も同じ消費電力量でも星が違う場合があるとか、固有

の状況があります。私は事業者の皆様というか、小売の事業者の方にこういう話をするときに、

やっぱりややこしくて、すごく説明がしづらいところです。消費者の方にも説明する上では非常

にややこしいところで、その辺が、周知が積極的に行われていない理由の一つかもしれないです。

店舗でスタッフの方が説明するときに、そこまで全て把握して説明をしているのかとか、非常に

時間を要するから大変だとか、いろんな理由がこの辺にもあるんじゃないかなというのが私の実

感です。 

 それで、もう一点が、ラベルのデザインをどこまで見直すかというところにも関係するんです

が、先ほどの小西先生の話にもありましたように、例えばラベルを印刷した年度が左上に出ます

けれども、基準が変わらない限り、要らないのかなという気もします。ただ、新旧が入れかわっ

たときには、それを明らかにする何かがないといけないので必要かなとか、ちょっと判断に迷う

ところがあるんですが、もう少しシンプルでわかりやすい、消費者にとって訴求ができるものに

絞って表示をして、先ほど中村さんもおっしゃいましたけれども、別の細かい情報はＱＲコード

で中を見ればわかるというような構造にすることもできると思います。 

 それで、ごめんなさい、もう一個だけなんですけれども、目安電気料金のところに関連して、

アメリカのラベリングのところで、もしおわかりになったら教えていただきたいんですが、36ペ

ージのこのラベルの項目のところに、③番が目安年間電気料金というふうになっていて、これは
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⑤番の使用量から単純に掛け算して出しているような感じはなさそうなんですね。それで、代表

的な平均使用サイクル掛ける標準サイクル当たりの平均エネルギー消費というふうに書いてある

ので、この代表的な平均使用サイクルというのが、いわゆる基準で定められているものとはまた

別の、実態に近いものを出すためのものとしてつくられているのであれば、こういうものを参照

して、日本の目安電気料金をより実態に近いものにしてあらわすということもできるのではない

かなと思って、もしおわかりになりましたらと思ってお聞きする次第です。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 では、事務局からお答えいたします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 すみません。実はわからないので、また確認してちょっとご紹介したいと思います。わかって

いる話を一つすると、アメリカ、これはＤＯＥなんですけれども、ＤＯＥは自動車も同じような

ラベリング制度を用意していまして、自動車もアメリカは日本と同じような燃費、マイル・パー・

ガロンという表示をするんですけど、日本も省エネ法の中で燃費を規制していて、その燃費自体

がカタログに載ってくるということになっていて、実態の肌感と異なることが、燃費はよくある

のかなと思うんですが、車の場合は、規制している燃費と異なる燃費を表示することになってい

まして、その場合は真夏の暑い時間とか、冬の寒いときとかの燃費も考慮しながら、要するに実

際の燃費より低い燃費を、効率の悪い燃費を表示するということを取り組まれています。今、山

川委員が言われたように、この表示というのが、実使用状況から実態に合わせるための調整がさ

れている可能性があるんじゃないかというふうに思います。 

○渡辺座長 

 それでは、佐々木委員、お願いします。 

○佐々木委員  

京都大学の佐々木と申します。私は今日初めて参加させていただくんですけれども、私の専門

は行動経済学というものです。節電や省エネについても、最近研究させていただいていて、大き

く言えば、情報の提示に対して人々がどんなふうに反応するかということを研究してきました。 

 今日お話を伺っていまして、一番興味深いと感じたのは、15ページのスライドです。ラベルの

内容について、事業者の方と一般消費者の方がそれぞれ評価をされていて、その評価傾向が大き

く違うというところが、言い方はよくないかもしれないですけれども、非常に面白いなと思いま

した。特に、星を使った多段階評価については事業者も消費者も同じように評価をしているんだ
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けれども、年間の電気料金であるとか、省エネ基準達成を示すようなマークについては、事業者

の方は評価をされていて、一般消費者の方はあまり評価されていないという、後者２点の差が気

になりました。 

 というのも、年間の電気料金は消費者の方にとって恐らく一番気になる情報じゃないかと思う

んですけれども、それが、思ったよりも気にされていない。可能性のある説明が幾つかあるかな

と思います。一つは、その金額を単独で見たときには、それが良いものかどうかって、なかなか

評価しづらいんじゃないかなと思うんですね。例えば、隣にも同じようなエアコンが並んでいて、

年間の電気料金が一見して相対比較できるような環境であれば、その中ではこれがいいんだとい

うように理解できるかもしれないですけれども、小売店の状況によって、簡単に見比べるような

ことができないかもしれない、と。そういったときに、単独で年間幾らですというふうに言われ

ても、自分たちの生活にとってどれくらい得かがわかりづらいのかなと思います。 

 もう一つは、私も一消費者なんですけれども、それぞれの電化製品について年間でトータル幾

ら払っているかって、ふだん全然意識していません。ラベル上で年間幾らですと提示されること

で、逆に何か懐から出ていってしまうというように、メリットよりデメリットのほうが強調され

るのかもしれないと思いました。 

 ですので、アメリカのタイプとやっぱり同じように、類似のものと比較して、ここよりは得、

ここよりは損というように、その相対比較が一つのラベルの中で完結されるようにならないと、

なかなか想定どおりの効果が出ないのかなと思います。関連して、16ページのMURCさんが担当さ

れた実験の結果を見てみると、先ほど山川先生がご指摘されたように、ここでは年間の電気料金

の情報が効果的という結果が観察されています。でも、これはＥＣサイトが想定されているので

おそらく電化製品が一覧で並んでいて、それぞれの電気料金というのが、これは幾ら、これは幾

らみたいに見比べやすい状況だったんじゃないかなと思います。ですので、年間の電気料金の情

報に効果が観察されたのではないかと。一方で、ふだんの生活の中では、先ほどコメントしたよ

うにそんな状況ばかりではないので、15ページのように、事業者の方と消費者の方で評価が大き

く違うのではないかなと思いました。 

 一方で、多段階評価を使った星の評価は、15ページの調査では、事業者の方と消費者の方の評

価は一致していて、ほぼ同じように評価されています。さらに、16ページの実験でも、星の情報

単独でちゃんと効果があるという結果が報告されています。先ほどから何々ログという言葉が出

ていますけれども、私たちにとって星を使った評価はなじみがあるんだろうと思うんですね。 

 例えば、星４つと表示されると、４は３よりは良いし、５よりは悪いというように、１つのマ

ークだけで相対比較が完結する形になっているので、先ほどの年間の電気料金の情報が単独で表
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示される場合に比べて、これが相対的によいものなんだろうと判断しやすいということだと思い

ます。 

 以上を踏まえて、このラベルをどのように改良するかを検討していくときには、２つの方向性

があるかと思います。一つは、16ページの実験にあるように、②の星単独できっちり効果がある

のであれば、星だけでもいいのではないか、という方向性です。先ほどからおっしゃっているみ

たいに、その他の情報は、必要な人がＱＲコードを使って追求していただくと。 

 もう一つは、情報量は変えず、年間の電気料金も掲載するんだけれども、アメリカ型にできる

だけ近づけて、それが得だというのがわかりやすいように、一つのラベルだけで相対的に比べら

れるような仕様にする、という方向性です。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、天野委員、お願いします。 

○天野委員  

ありがとうございます。皆様、ほかの委員の方と同じ部分については省略いたしますけれども、

同感するところが多く、確かに今のラベルは星で判断するというのがわかりやすいと思いますし、

小西委員のご指摘にありましたように、年によって基準が変わってくると、わかりにくくなった

り錯誤を生じさせかねないと思います。それからもう一つ、今の５つの段階を細かく分けて、同

じ段階の中の低いほうにシフトしないようにしていくということを考えると、ご提案のように一

番フルのところをあけておいて、その下のレベルの中で、現時点で評価をしていくのがよい。こ

のなじんでいる星の中の色の面積で判断することに私たちは割と慣れているので、細かく段階を

分けて、星が沢山ふえるとわかりにくくなるので、現状の星の中で調整するということはよいと

思います。 

 それから、もう一点はちょっと希望というものも入るんですが、この欧州のラベルとアメリカ

のラベルとで、大きな違いがあるということを感じました。ヨーロッパの場合は、環境への意識

がこれで喚起されるような仕組みになっているのではないか。一方、日本でフェアトレードがな

ぜ進まないのかという研究があり、日本の消費者は環境に対しては特に購買行動と結びついた面

が弱いという指摘があるので、このラベルを見ることによって、環境意識にプラスの影響を与え

たり、興味が喚起されたり、購買行動を通じて気づくなどの効果が欧州のラベルにはあるのでは

ないか。単純なこの料金の比較は、多分、行動経済学的にも即効性はあるのだと思いますが、そ

の即効性だけを目的にすると、ＣＯ２削減の問題や環境の問題をちょっと見誤る可能性もありま
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すので、すぐにどうしたらいいということではないのですが、その辺も考慮する必要がないのか

と感じました。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 

 ありがとうございます。私からは３点申し上げたいと思います。 

 まず１つ目は、最初に中村委員もおっしゃったように、認知度が20％というのがとても低くて

残念だなというふうに私も感じました。十数年、表示してきたのに、この認知度というのはいか

がなものかと思っていて、もっと小売事業者さんやｅコマースさんなど、流通の方々にこの認知

度だったり、これを使った消費者への説明というのをぜひ強化していっていただけると非常にあ

りがたいなというふうに思います。 

 それに関連してですが、ＱＲコードについて、私もＱＲコードを活用して、カスタマイズした

数値を出せるようなページを準備されてはどうかなというふうに思いました。自分の家はほとん

ど夜しか家にいないから、エアコンは夜しか使わないとか、そういった使用時間数だったり、時

間帯だったりというような数字を実際にサイトから入力しシミュレーションして、同じ条件で別

の機器で比べられると、まさに自分の使い方に合った、経済効果もそうですけれども、エネルギ

ーをどれだけ抑えられるのかという数値がわかるので、もしかしたら人気が出るのではないかな

と思います。 

 ２点目は、最後の構造やエネルギー源が異なる同じ用途の機器について、統一表示で比較でき

るかという件で、それの環境が整ってきているという井出さんのご説明がありましたけれども、

これはぜひ必要ではないかなと思います。明かりを提供するという意味では、蛍光灯も白熱灯も

ＬＥＤも同じなので、消費者としては、あとはもう本当に値段だったり、エネルギー効率だった

り、ＣＯ２排出量だったりということが気になるというところだと思います。それが同じレベル

で、横並びで比較できるというのは非常によいと思います。これは温水器も同じかなと思ってい

て、ガスでも電気でも自分のところで長く使っていくものなので、横並びでちゃんと比較できる

ということがとても重要ではないかなというふうに思いました。 

 徐々にエネルギー源も多様化してきていて、同じ電気でも自分の家にソーラーパネルがあるか

ないかによって全然異なってくるということもあるので、脱炭素という視点から、そういうこと

も考えられるような消費者がふえてくるのではないかなというふうに思っております。そういう

ときに参考になる情報提供というのがどうあるかということもあわせて考えていけたらいいなと
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思っております。 

 ３点目は、今日の議論とはちょっと離れてしまうかもしれないんですけれども、今日の議論は

個人消費者向けにどういう情報を提供するかということで、このラベルがどうあるべきかという

ことだと思うのですが、大きく省エネ機器を伸ばしていこうとすると、とりわけ住宅関係の商材

については、賃貸を提供している事業者さんなどにもちゃんと省エネ機器を購入していただくこ

とが重要だと思っております。とりわけ、エアコンや給湯器は消費者が個別に選べないものなの

で、そういうところにどうアプローチしていくのかというのも非常に関心があり、ぜひ何か手を

打っていけたらいいのではないかと思っております。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 中村委員、お願いします。 

○中村委員 

 すみません。今、言われたことに少し関連しますが、先ほどの構造やエネルギー源が異なる同

じ用途というところで、私もちょっと一つありまして、例えばここでは温水器が挙げられていま

すが、やっぱりお湯をひねれば、出てくるお湯は一緒なので、給湯器を比較するというところも、

あってもいいかなとは思うんですが、よくよく考えると、先ほど言われたその流通というところ

で考えますと、これを見ていますと、そのマークが入っているのはエアコン、冷蔵庫、照明器具

もそうですけれども、量販店で購入できるので、一般消費者の方が見て購入できるというところ

で、一つのマークというかラベリングということで意味があると思うんですが、例えば給湯器な

どはどちらかというと工務店さんや設計者の方を通して入っていくものですので、ここでラベル

で比較したところで、その良さがどうその方々に伝わるか、もしかしたら消費者にとっては、電

気給湯器、ガス給湯器、石油給湯器という大きなくくりでそれぞれの効率の良いものという理解、

まずそこが大事だと、機器それぞれを一個一個比較するというところまではもしかしたら要らな

いのかもしれないなと。どちらかというと、それは一般消費者ではなくて、今の流通のほうから

考えると、設計者の方やその販売者、売り出される側の方を対象に何かしら考える必要があり、

ラベリングというところではないんですけれども、そこも一つ見るのは必要かなと思います。 

 あともう一つは、先ほど申し上げたとおり、エアコンや冷蔵庫なんかは一般消費者の方が買わ

れて、後付けで取り付けられることが多いですが、給湯器は住設機器ですので、別で国土交通省

も経済産業省も共管で、住宅の省エネルギー基準の中でも給湯器というのは評価される対象にな

っています。そこでは１次エネルギーという評価になっていますが、給湯だけじゃなくて、それ
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ぞれお客様が選定された暖房、冷房、給湯、換気、照明という、その中で、全体のエネルギーの

中で評価して、最終的に住宅全体のエネルギーがどうかというところで評価して出しています。

今後、説明義務という形になってきますが、それも一般ユーザーの方に開示される、一般ユーザ

ーというか、購入される方には開示されるものになってきますので、そことの関係を要はエネル

ギーという視点で考えた場合には、全体のエネルギーも見た上でどうかというのも、一つ考えて

いかなきゃいけないかなということで、先ほどの照明はやっぱり全部統一してやるというのは、

私も賛成なんですけれども、給湯はちょっと誰に対して、誰を対象とするのかとか、あとは極端

にエネルギーの熱源がどこかに偏った場合の、全体としてのエネルギーのバランスですとか、あ

とは今年も多かったですけれども、災害の視点でレジリエンスとか、メリット、デメリットとい

うのがいろいろありそうなので、そこも一旦整理された上で何か考えていってもいいのかなと思

って、ご意見させていただきたいと思います。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 山川委員、お願いします。 

○山川委員 

 すみません、２つですが、１点目が今の給湯器と、あと多分、電気便座も据えつけで売られる

ものもあります。特に便器との一体型はそうだと思うので、そういうものは今のお二人の委員が

おっしゃったように、誰に向かって、誰から情報を届けるかという視点を考えた上で設計をした

ほうがいいかなと思っています。 

 現在の小売事業者表示制度の告示では、いろいろな表示事項に関して、製品本体または近傍、

インターネットの場合はその製品のそばと、統一されていると思うので、現在のこの表示の場所

のままだと、多分、住宅に据えつけて提供されるようなものとか、あとカタログを見て選ぶよう

なものが、このくくりだと消費者に届かない可能性があるなと思います。 

 それからもう一点は、認知度を上げるところの話になると思うんですが、ラベルそのものとは

別のところで、ラベルの広報をするというのももちろんあるんですが、もう一つ、今日の資料の

中にも幾つかデータが引用されていますが、平成28年度に小売事業者表示制度の調査をやられて

いて、私もその調査にかかわりましたので、今回、改めてあの報告書を読み直してみたんですけ

れども、その表示の実態と、貼っていない場合の背景、理由というのを調べていて、抜粋して申

し上げると、量販店の実店舗においては、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビはおおむね表示さ

れているけれども、それ以外は店舗によってばらつきがあると。 

 その貼っていない理由としては、やっぱり小さな製品は貼るような、表示するような場所がな
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いとか、それからラベル自体が結構情報量が多いので、貼っても見えないとか、そんな理由があ

ったようです。今回の資料になかったんですけれども、アメリカのエナジーガイドは、ランプ用

の違うものというのを用意されているというふうに書いてありましたので、その品目によって、

品目の特徴によって、何かバリエーションを持たせるとか、そういうことがあると、もっと使っ

てもらいやすいかなというふうに思いました。 

 それから、ネットの店舗に関しての調査では、ラベルの画像をそのまま使っているという店舗

は少なくて、一部の情報をテキストで表示しているというようなのがあったようです。これにつ

いては、やっぱりサイトに、なるべくデータの容量を小さくしたいので、画像データを表示でき

ないとか、それから、既にもうサイトのデザインががっちり固まっているので、表示する場所が

とれないとか、割とそういう技術的な理由があったようです。 

 それで、今日の資料で欧州はＥＣサイト向けのラベルが別途用意されているというのがあった

ので、こういう方法もあると思います。ただし、なるべくいろんなラベルをつくらないほうがい

いというのは、私は基本的に思っているので、デザインに関連性を持たせるとか、その辺の工夫

は要るかなというふうに思います。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 天野委員、お願いします。 

○天野委員 

 ありがとうございます。今のお二人の委員と同じなのですが、やはり必要な情報とその対象等

をもう少し吟味をしてもいいのではないかということが一つです。 

 ２つ目は、同じ電気で比較というのは可能だと思うのですが、構造やエネルギー源が異なる用

途の機器については、そうでなくてもライフスタイルが多様化していて、先ほど意見が出ていた

ように、自分の家の状況に合わせて計算ができない、できるかどうかというような状況の中での

目安として、あえて出しているものですので、そこで無理がないのかどうかということと、それ

が全体のエネルギーバランス等の関係で、客観的に評価できるかどうかというようなことも含め

て、検証をして進めていただくとよいと思います。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。今日は特にまとめるというわけではないんですけれども、一応、論点

が網羅されているかどうかは確認をしておきたいと思うんですけれども、ワードで、Ａ４縦で配

られている資料でいきますと、現状と課題のところで、矢印マークみたいなのがあるところを見
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ていきますと、認知度にかかわらず、表示制度の機能を果たしているか。これは認知度が低いね

という話と、機能はそれなりにしているんじゃないかという話が出ているかと思います。これは

調査がどういう形で、省エネラベルをどれだけ知っているかというのが、知っているのか、理解

しているのかによっても全然違うと思いますので、ちょっとそこはまたもしわかれば、どういう

レベルでこの２割ということなのかを教えていただきたいと思います。 

 それから、ちょっと下に飛びまして、よりわかりやすい多段階表示、目安料金表示はいかにあ

るべきか、ここにつきましては、いろいろなご意見が出ているところで、これはまとめるわけで

はありませんので、さまざまなご意見があって、事務局でメモはとられていると思います。 

 やっぱり情報量をより多くしたほうがいいのか、絞ったほうがいいのか、ここは非常に、この

ラベルをつくったときにも議論になったところで、キーコンテンツというような表現もありまし

たけれども、電気代というのが、これはかなり怪しいと言っちゃいけないんですけれども、利用

状況にかなり依存しているものなので、ここが余りフューチャーされるとどうなのかなと、私は

これをつくったときにずっと思っていたし、発言をしていたんですけれども、ただ、大事な情報

であることはあるので、でも、これと相対評価、買い物をするときには、何かを買いに、冷蔵庫

なら冷蔵庫を買いに行く中で、いろいろなブランドを比較すると。それが量販店の広い売り場だ

ったら、いろいろ横並びで比較できるけれども、小さいお店だったら比較できないとか、ネット

のサイトで見るときには、また見え方が違うとか、さまざま見え方が違う、買い方が違う、買う

環境が違う中で、どういう表示がいいのかというのは考えるべきじゃないかというような、多分

ご意見があったと思います。 

 それから、電力以外も料金表示することをどう考えるかというようなところで言うと、非常に

おもしろいご意見としては、ヨーロッパの表示でラベルを見ることが環境意識を改めて喚起する

ようなことになるというようなご意見もあったかと思うんですけれども、このラベルの果たす役

割、例えば１次エネルギー削減効果みたいなところまで踏み込んでいくのかというようなことも

考える必要があるのか、あるいはまた別の要素を取り入れたらいいのかみたいな、そんな議論も

出たかと思います。 

 それから、表示制度はトップランナー基準の補完的な役割があるか、区分の仕方の問題、トッ

プランナー基準とその区分として、星の表示の仕方についてもいろいろな議論があってというこ

とです。 

 それから、最後の構造やエネルギー源が異なる同じ用途の機器について、統一指標で比較でき

るか、これもさまざまなご意見があったところで、横並びで比較できればいい部分もあるんだけ

れども、果たして、売り方が違うところで、どういうふうに消費者に伝えていくのか、本当にそ
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れを横並びで比較する消費者って、どういうふうに比較するんだろうとか、そういうものを実態

を、把握した上で制度を設計すべきではないかというようなご意見かと思います。 

 ｅコマース向けの表示につきましても、デザインの統一性みたいなご指摘があって、余りラベ

ルをふやさないほうがいいんじゃないかと。この省エネラベルと同じものの簡略版というような

形でできるといいのかなみたいな、そんな議論があったかと思います。 

 ちょっと全部を、今のはまとめということではなくて、さまざまな意見がありましたという確

認なので、私が言及していないものも、しっかり事務局はメモされていると思いますので、さま

ざまなご意見があったということです。 

 では、江澤課長、お願いいたします。 

○江澤省エネルギー課長 

 省エネ課長の江澤でございます。幾つか発言させていただきます。 

 指摘を踏まえて、また今後も議論を深めていきたいのですが、幾つか補足をします。15ページ

のところで佐々木先生からご指摘のありました点でございます。料金、キラーコンテンツなのに

ということなんですけれども、星制度のほうがどうも認知度というか、効果が大きいというよう

なことであるんですけれども、これはラベルを単独で、「このラベルはどう思う」というふうに見

ているので、貼っている状態で機器間の比較をするような想定ではやっていないので、実際には、

機器間で比較すると、私も多分、恐らく売り場に行くと、こっちの冷蔵庫とこっちの冷蔵庫でち

ょっと違うなというようなところが、比較優位性みたいなものがわかり、これだけの料金がかか

ってしまうんだということで、ナッジ的な、この料金が追加的にかかるんだというような見方を

するので、価格はかなりキラーコンテンツというご指摘もあったんですけれども、そういった意

味で、すごく効果があるのかなと思います。 

 他方、この表示によって、前提条件によって大きく変わる。アメリカのほうでもディペンドオ

ン何とかとか書いてあるんですけれども、そういったこととの関係で、この表示が誤解なきよう

に、料金について誤解なきようにするにはどうしたらいいのかなというところも今後の論点かな

と思います。 

 それから、ラベルについて幾つかの改善点をいただきました。欧州のラベルとあと米国のラベ

ルを見て、ふと思ったのは、欧州のラベルは非常にシンプルなんですけれども、アメリカのラベ

ルは日本以上に誤解なきようにごちゃごちゃ書いてあって、ディペンドオン何とかと書いてある

ようなところも、そういったところで各国、日本もそうですけれども、悩みながらつくられてい

るのかなということであります。 

 この論点の例で提示させていただきましたけれども、提示するエネルギー情報、省エネ情報は
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適切かということ。この適切かどうかの中には、正確性みたいなものも含まれますし、それから、

わかりやすく伝えられているかと。シンプルであるかということ。選択行動に寄与できているか

ということなんですが、これらがかなりトレードオフの関係にあって、いろいろ誤解なきように

正確に適切かってやっていくと、ごちゃごちゃしてしまう。だけれども、わかりやすく表示とい

うためにはシンプルなほうがいい。星だけでやってしまうと、結局のところ星の、かなり年度に

よっての恣意性というか、違いも出てしまうので、そういったところあたりも難しくなります。 

 あと、こちらは小西委員から長生きするラベルであったりとか、目標年度が将来であるかどう

かという点なんですが、ここがなかなか難しくて、我々、エアコンの基準だというのも、例えば

今、エアコンの基準の検討が始まりまして、ご協力いただいているところですが、2010年の基準

から変えられてないというようなところもありまして、その中で、本来的には将来目標というよ

うなことで設定しているものなんですが、必ずしもそこに追いついてないところをラベルでうま

く解決しているようなところもあるので、そういった点も踏まえて、ラベルをうまく活用してい

きたいということであります。 

 それからもう一点、村上委員から賃貸の件、それから、山川委員や中村委員から住宅設備関係、

便座であるとか、それから給湯器については訴えかける相手の対象の問題があるんじゃないかと

いうことでございます。例えば、これは小売量販店、家電の量販店ではないのかもしれない。た

だ、こうしたところでもかなり給湯器も私は扱っていると思うんですけれども、それは売り場で

表示することになります。一方、どうしても売り場というより設備がついた状態で買ってしまう

ものについてはどうするのかいった、そういった論点もあるのかなと思いまして、ご指摘を踏ま

えた今後の議論に生かしていきたいと思っております。 

○渡辺座長 

 よろしいでしょうか。では、残りわずかになりましたけれども、オブザーバーの皆様から何か

特段ございますか。 

 では、吉田オブザーバー、お願いします。 

○吉田オブザーバー 

 日本冷凍空調工業会の吉田です。 

 電気給湯器のほうとエアコンのほうと両方やっていまして、今ほど、給湯器、温水器に関して、

表示に関して統一すると、いろいろな課題が出るのかなと。対象が消費者じゃないというふうに

ちょっと言われましたけれども、国のほうでストック住宅の断熱性能を上げていかないといけな

いというところで、量販店さんのところでも、リフォームのほうにいろいろ手を出されて、我々

の機械が並んできているのかなと。これから増えていくのかなということがありまして、建物自
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体もどんどんどんどん性能を上げ、置いて、中にある機器自体も何が一番省エネなのかなという

ものを見ていただきたいというところで、実はこのヨーロッパのラベリングの制度に関しまして

は、私どものほうでこのご提案をさせていただいたと。 

 トップランナーの制度上では同じ給湯器だけれども、法律ですよという縦並びでできないけれ

ども、こちらのところで平等に評価していただければなということでご提案させていただいたと。 

 その目盛りに関しましては、どういうふうな目盛りにするかというところで、私どもとしては、

１次エネルギーの目盛りみたいな形で、何が一番省エネなのかというところを見ていただければ

と。ただ、ほかの機器と比べまして、機器の単価自体が高いもので、なかなか選んでいただけな

いと。その辺の価格の部分として、私ども、製造事業者が努力して、もっと下げていかないとい

けないと思うんですけれども、まず何が省エネの機器なのかというところの目安をわかるような

表示をしていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 小西委員、お願いします。 

○小西委員 

 すみません。ちょっと補足なんですけれども、私、左上の年度を外せといった意図は全くござ

いませんし、目標年度も、普通、同機種で比較するので、2010年度のものがあったり、21年度の

ものがあったり、買い物したときに２種類を見ることは消費者の方はないというのもわかってい

た上で、長生きするラベルを作るためにはどうしたらいいかという観点で発言しております。認

知度の低さについてのご意見がたくさんありましたが、現状努力義務ですので、まず現場で貼っ

てもらわないと、認知できないです。小売業者さんたちが貼ってくださるのに、毎回毎回、新し

く変えておかなければいけないというと、コストがかかると思うんですね。あるいは、何かお話

を聞いたら、メーカーの方がもう印刷して持っていって、これを貼ってくださいというようなこ

ともあるというのも聞いたので、いずれにしても印刷して貼るというコストが生じる以上、何年

度目標というのがきっちり書いていて、どうやったらそのラベルが現時点の最新情報なのかを示

す工夫が必要だと思います。 

○渡辺座長 

 確かに古い年度のものが安く売られているとかという、年度を持ち越して売られているとかと

いうのは、どっちを買ったらいいんだろうと悩んだりすることがあるので、ここは難しいところ

かなと思います。 

 松田オブザーバー、お願いします。 
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○松田オブザーバー 

 アマゾンジャパン合同会社の松田と申します。よろしくお願いいたします。 

 ｅコマース向けに表示しやすいラベルになっているかという点について、ベンダー様からいた

だいた製品を当社が販売者として売っている場合と、第三者セラー様が当社のモールシステムを

利用して販売者になられている場合と二通りあり、両方に関して、ベンダー様及びセラー様から

ラベルをご提供いただくという立場上、強制は難しいということを前提とさせていただいた上で、

意見を申し上げます。欧州ですと、eコマース用の簡易ラベルを準備いただいているというような

話でしたが、標準ラベルであっても、製品の詳細ページ上の製品画像横のサブ画像の一つにラベ

ルを表示いただければ、技術的にも、新たにシステム開発せずとも対応可能ではないかと思いま

す。 

 かつ、最近ですと携帯アプリから当社サイトにアクセスいただいているお客様が多くなってお

りまして、こうしたお客様は、もう余りスクロールしてページの下には行かないんですね。なの

で、ページ下部に製品の詳細情報として書いているよりは、サブ画像ですと、スワイプして、ぱ

っぱっと画面を切りかえる中に、視覚的にも入ってきますので、そちらのほうが消費者の皆様に

対して訴求性は高いのではないかと思っております。 

 ですので、アプリの観点からすると、ＱＲコードというのがいかがなものかなと。なかなかち

ょっと携帯で見て、さらにそれを携帯でＱＲコードにアクセスするとは余り考えられないので、

直感的に最低限必要な、消費者様の選択行動に寄与する情報がまさにラベルに網羅的に入ってい

くほうが、アプリ及びパソコンサイト両方の消費者様向けの同一デザインという観点からも、有

効なのではないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。二千十四、五年ぐらいにこういう議論をしていたときに、家電の販売

チャネルが大きく変わっていく中で、ＥＣ事業者さんを抜きに議論しているというのは、どんな

ものかというようなことがよく議論されていたんですけれども、今のような前向きなご発言があ

ると非常に心強いことかと思いますので、ぜひ前向きにお願いいたしたいと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 平野オブザーバー、お願いします。 

○平野オブザーバー 

 ガス石油機器のほうから一言、説明したいと思います。やっとモードの表現ができるような基

準になりまして、省エネルギー課様の協力を得まして、ガス機器も石油機器もそういうことがで
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きるようになり、また消費者の皆さんに公平な立場で見ていただけるようなりましたので、よろ

しくお願いします。 

 それから、委員の方々からいただいた意見で、エネルギー源が異なる機器を客観的に見えるか

ということで、１次エネルギー換算ですとか、そういうものも含めて、メーカー側としては検討

の必要があり、注意すべきことと思っております。 

 それから、またガス代も地域性があり、都市ガス会社約200社、LPG事業者約２万社あり、いろ

んな価格がありますので、それを平均的なものだけで表現していいかとか、石油も先ほど価格の

資料がありましたけれども、高騰したり、60円が120円ということで、倍ぐらいになったりすると

きもありますので、逆に消費者に誤解を招いてしまい、ちょっと表示と違うじゃないかと、そう

いうことがないように、表現に非常に注意して、メーカー側としてもやっていきたいと思ってお

ります。 

 あと１点、賃貸の話が出ましたけれども、やはり賃貸の物件が一番今、省エネ機器が入りにく

い。当然、大家さんも設備投資は余りしたくないでしょうし、住まわれる住民の方も余り関心が

ない。間取りとか、棚があるとか、温水便座というのは気にしているかもしれませんけれども、

そこに、省エネ機器のガス機器、石油機器がついているかどうかというよりも、家賃とか、そう

いったところに注目します。今日のまた次の話かもしれませんけれども、そういうところへの省

エネ機器の導入方法の検討と、建築の方や大家さんがそういうものをつけたときに、評価される

ような仕組みが必要ですので、ラベリングとは違うかもしれませんけれども、また皆さんで一緒

に議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 新オブザーバー。 

○新オブザーバー 

 日本電機工業会の新と申します。よろしくお願いします。 

 冷蔵庫について、委員の方々からいろいろなご意見をいただきまして、ありがとうございます。

特に実測といいますか、実使用の値とその表示値のこの差については、工業会としてもいろいろ

取り組みをやらせていただいております。具体的に言いますと、定期的に無作為に、実際にお客

様のところへ行って、電気代とか電気料についてのサンプルの評価をさせていただいております。

何年か前になりますと、結構、その差が大きかったんですけれども、やはり何回かしていく中で、

差が、近づいていっております。ただ、これはやはり設置場所とか、あと使っていらっしゃるご

家庭の人数とか、それから、詰め込んでいらっしゃるその食品の量とかによって、いろいろ千差
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万別で非常に難しいところがあるんですが、ただ、年々、その差が縮まっているということが、

今、工業会のほうでもいろいろ取り組んでいる内容でございますので、これは引き続き、表示値

とその実測の値についてはしっかりと工業会としても注視して見ていきたいし、取り組みを続け

ていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 お願いいたします。 

○薬師寺オブザーバー 

 余り時間がないところで、１つだけ今回の資料の20ページで冷蔵庫の例が書いてあって、トッ

プランナーの基準が何回か変わっているんですが、ちょうど2015年から16年のところで、トップ

ランナー基準とか星の数が変わった中で、15年の３月と16年の４月で、同じ製品で星のマークが

５つから２つになったりというような事例がございました。ちょうどこのころは地方、どちらか

の自治体さんなんかでは星の数のキャンペーンというのをやられていまして、本当はトップラン

ナーとキャンペーンというのは関係ないんですけれども、どうしてもこのラベルが浸透している

せいでございまして、星の数が多いものをやりたいというような自治体さんが多い中で、基準が

変わるときに、この辺をちょっと考慮していただいて、何か性能が悪くなっていないんだよとい

うようなことがわかるような仕組みをちょっと考えていただければというのが業界側からの意見

でございます。失礼いたしました。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。確かにそういう問題が出てきます。 

○藤野オブザーバー 

 すみません、ちょっと私も１点だけご質問があるんですけれども、日本レストルーム工業会の

藤野と申します。 

 17ページにある小西様の推定で書かれている、これはこの物を見れば、どういうロジックで計

算できるとかというのは何かわかるんでしょうか。 

○小西委員 

 一応、論文の中には書いています。 

○藤野オブザーバー 

 論文化して、もう出されているわけですか。どうもありがとうございました。 

○渡辺座長 
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 ありがとうございます。よろしいですか。 

 では、課長、お願いします。 

○江澤省エネルギー課長 

 ご指摘ありがとうございます。電機工業会から、なるべく正確な表示になるようにという指摘

がありました。トップランナー基準をつくるときには、評価方式をまず決めて、その上で評価を

しまして、基準値をそこから決めていくという作業に入ります。そのときに車の燃費基準の測定

方法のように、こういうふうな使い方をするんだ、冷蔵庫であれば、例えばですけれども、どれ

だけあけて、どれだけの時間あけて、どれだけの頻度であけるかとか、それから、外気温は何度

なのかとか、室温は何度であって、何度に設定したのかとか、そんなようなルールを設定します。

便座であれば、便座でどれぐらい使うのかということでありまして、そのふたを閉めているのか、

閉めていないのかとか、いろんなことを、使われ方を、なるべく普通の使われ方を、これが通常

の使われ方であるというところを定義しまして、その上で測定するという作業をしていますので、

そちらについては基準づくりのときに、きちんと常に議論してやっていきたいと思っております。 

 それから、ガスや石油の値段は非常に変動があるという、ガス石油機器工業会のほうからご指

摘がありました。確かにそれが非常に、電力料金は変動が比較的抑えられているんですが、そう

いった課題もあろうかと思います。その前提となる、例えば電気料金であれば先ほど27円パーキ

ロワットで計算をするというようなことでございましたけれども、アメリカも多分その辺、非常

に苦労しているのかと思いまして、非常に細かく書いてある、アメリカらしいのかどうかわかり

ませんけれども、表示を見ていただきますと、キロワットアワー当たり、これは10.65セントとい

うふうに書いてありまして、そこを見ると、やはりこれは幾らで評価をするのかということを、

前提条件をはっきりさせた上で表示をして、それがなかなか自分のところの料金が幾らなのかと

いうのが難しくなってしまうんですが、それについてはシンプル化をした一定の前提を置いた上

で計算をし、それについての前提条件をしっかり書くということで、その上でシンプルであるこ

とは維持するようなやり方を考えていかなければいけないのかなと考えている次第でございます。 

○渡辺座長 

 ありがとうございます。 

 ほか、全体を通じてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 トップランナー基準というのは、我々、大学のパフォーマンスも某文科省から同じようなやり

方で評価されていて、非常に人ごとではないなというふうに思っております。これは議事録から

削除していただければと思うんですけれども。 
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 ということで、今日は意見が非常に活発に、ご意見、ご質問を出していただきまして、多分、

事務局としても参考になることが多かったのではないかと思います。今日いただいたご意見、ご

質問等を踏まえて、事務局におきましては、今後の制度設計を考えていただければと思います。 

 

（３）閉会 

○渡辺座長 

 議事ということでは、これで終えたいと思いますとも。どうもご協力ありがとうございました。 

 事務局にお返しします。 

○井出省エネルギー課課長補佐 

 渡辺座長、委員の皆様、オブザーバーの皆様、どうもありがとうございました。 

 今後のスケジュールですが、本日いただいた意見を踏まえまして、第５回のワーキングを年度

内を目標に開催したいと思っております。第５回ワーキングでは本日の議論を踏まえながら、消

費者に省エネ機器をどう選択していただけるかという観点で、表示内容や、さらに言うと、製造

事業者の皆様に省エネ機器の開発を促進していただくことに寄与できるような形で何らかその制

度の見直し案を提案したいなというふうに思います。 

 具体的な日程につきましては、改めまして事務局からご案内させていただきたいというふうに

考えております。 

 それでは、本日のワーキングはこれにて閉会したいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

－了－ 


